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令和２年第３回竜王町議会定例会（第１号） 

                            令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第６４号 竜王町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第６５号 竜王町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第６６号 令和２年度竜王町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ６ 議第６７号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議第６８号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議第６９号 令和２年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議第７０号 令和２年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

            号） 

日程第１０ 議第７１号 令和２年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議第７２号 令和元年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１２ 議第７３号 令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１３ 議第７４号 令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第７５号 令和元年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１５ 議第７６号 令和元年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

日程第１６ 議第７７号 令和元年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

日程第１７ 議第７８号 令和元年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第１８ 議第７９号 令和元年度竜王町下水道事業会計決算認定について 

日程第１９ 議第８０号 工事請負契約の締結について 
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日程第２０ 議第８１号 令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合一般会計歳入歳 

            出決算認定について 

日程第２１ 報第 ５号 令和元年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２２ 報第 ６号 令和元年度竜王町資金不足比率について 

日程第２３ 議員派遣について 
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２ 会議に出席した議員（１１名） 

 １番 森 島 芳 男   ２番 中 村 匡 希 

 ３番 福 田 優 三   ４番 鎌 田 勝 治 

 ５番 橘   せつ子   ６番 尾 川 幸左衞門 

 ７番 大 前 セツ子   ９番 磯 部 俊 男 

１０番 貴 多 正 幸  １１番 岡 山 富 男 

１２番 小 西 久 次    

３  会議に欠席した議員（１名） 

 ８番 澤 田 満 夫 

４  会議録署名議員 

１１番 岡 山 富 男   １番 森 島 芳 男 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

竜王町代表監査委員 吉田 定男  竜 王 町 監 査 委 員 鎌田 勝治 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 市田 重宏 

住 民 福 祉 主 監 兼 
発 達 支 援 課 長 

奥  浩市  産 業 建 設 主 監 井口 清幸 

会 計 管 理 者 小森久美子  総 務 課 長 間宮 泰樹 

未 来 創 造 課 長 図司 明徳  中 心 核 整 備 課 長 森  徳男 

税 務 課 長 川嶋 正明  生 活 安 全 課 長 寺嶋  要 

住 民 課 長 中嶌 幸作  福 祉 課 長 西村 忠晃 

健 康 推 進 課 長 中原 江理  農 業 振 興 課 長 中山 孝彦 

商 工 観 光 課 長 岩田 宏之  建 設 計 画 課 長 市岡 忠司 

上 下 水 道 課 長 森岡 道友  教 育 次 長 知禿 雅仁 

教 育 総 務 課 長 町田 啓司  学 校 教 育 課 長 山添 美実 

生 涯 学 習 課 長 込山 佳寛    

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 西川 良浩  書 記 中野ゆかり 
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開会 午後１時００分 

○議長（小西久次） 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は１１人であり

ます。よって、定足数に達していますので、これより令和２年第３回竜王町議会

定例会を開会いたします。 

会議に入ります前に、町長より発言の申出がございますので、これを認めるこ

とにいたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さん、こんにちは。竜王町議会第３回定例会の開会に当た

り、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、令和２年竜王町議会第３回定例会を招集いたしましたところ、議員各位

におかれましては、公私何かと御多用の中、御出席いただき、厚く御礼を申し上

げます。議員の皆様方には、ますます御健勝にて日々議会活動に御専念いただき、

あわせまして、町政万般にわたり格別の御指導と御鞭撻を賜っておりますことに、

厚く御礼申し上げます。 

さて、今年の夏は大変厳しい暑さとなっており、近隣の東近江市では、最高気

温３９．２度を記録し、この地点の観測史上、最も高い気温となりました。 

この猛暑の中、８月２８日、連続在任日数歴代最長を記録していた安倍総理が

持病悪化を理由に辞任表明という、ホットなニュースが流れてまいりました。こ

れを受けて、候補者選びに関心が集まっておりますが、どの候補者が後継になら

れても、新型コロナウイルス感染症対策が最大・喫緊の課題であることは間違い

なく、一日も早い収束と大きく落ち込んだ経済の立て直しのための、迅速・有効

な施策の実行が期待されるところであります。 

次に、我が町の新型コロナ感染症拡大の状況は、町民の皆様が新しい生活様式

などをしっかり守って生活いただいているおかげをもちまして、感染者は１名に

とどまっています。 

猛暑の中、今年は、コロナ対策からマスクを着用する機会が増えたことから熱

中症への対策が特に必要であり、喉が渇く前に水分補給を行う、また、十分な距

離を確保できるときはマスクを外すといった注意喚起も行ってまいりました。 

また、町といたしましても、人の動きが制約されたことに伴い停滞しておりま

した地域経済活動を、早急に回復させなければならないと考えております。国の

コロナ対策の諸施策を基礎として、例えば、１人１０万円の特別定額給付金につ

きましては、対象世帯の９９．７％について給付が完了したところでございます。
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次に、町独自対策として、国の持続化給付金の対象にならない町内に本社を置く

中小企業等に対しても、町独自の基準を設けて持続化給付金を支給するとともに、

５月議会でお認めをいただきました、１万円分のプレミアムを付加した商品券に

つきましては、多くの方に御利用いただいております。 

引き続き、気を緩めることなく、町民の皆様の声をしっかりと聴き、地域の皆

様と一丸となってこの難局を乗り越えていきたいと考えております。 

最後になりますが、本定例会に提案申し上げます案件につきまして慎重なる御

審議を賜り、適切な御結論をいただきますようお願い申し上げ、開会に当たりま

しての挨拶とします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小西久次） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に、議会諸般報告書、並びに竜王町議会会議規則第１２６条の

規定による議員派遣報告書を配付いたしましたので、よろしくお願いいたします。

なお、説明は省略いたしますので御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小西久次） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

竜王町議会会議規則第１２５条の規定により、１１番 岡山富男議員、１番 

森島芳男議員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（小西久次） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日９月１日から９月２５日までの２５日間といたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日９

月１日から９月２５日までの２５日間と決定いたしました。 

なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどをよろしくお願い申し上

げます。 

それでは、これより議事に入ります。 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第６４号 竜王町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第６５号 竜王町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第６６号 令和２年度竜王町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ６ 議第６７号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議第６８号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議第６９号 令和２年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議第７０号 令和２年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

            号） 

日程第１０ 議第７１号 令和２年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（小西久次） 日程第３ 議第６４号、竜王町税条例の一部を改正する条例

から、日程第１０ 議第７１号、令和２年度竜王町水道事業会計補正予算（第１

号）までの８議案についてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました議第６４号から議第７１号

までの８議案について、順に提案理由を申し上げます。 

議第６４号、竜王町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等

の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、未婚の独り親に対する税制上

の措置及び寡婦控除、法人税連結納税制度の廃止、軽量な葉巻たばこに係る紙巻

たばこの本数への換算方法等について所要の改正を行うため、条例の一部を改正

するものです。 

また、議第６５号、竜王町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきま

しては、地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、長期譲渡

所得等に係る国民健康保険税の課税の特例について所要の改正を行うため、条例

の一部を改正するものです。 

次に、議第６６号、令和２年度竜王町一般会計補正予算（第４号）につきまし

ては、現在お認めをいただいております補正予算（第３号）までの歳入歳出予算

額が７８億４，２０７万円でございます。今回、この総額に５，９９２万２，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９億１９９万２，０
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００円とさせていただくものでございます。 

今回の補正予算の主なものとしましては、歳出予算におきまして、新型コロナ

ウイルス感染症に対する施策として、４月２８日以降に出生した子どもへの特別

定額給付金、町内飲食店応援施策、農業者への支援等について、また、その他の

補正としまして、本会議音声配信整備、小学校敷地調査、公民館の改修工事等に

ついてそれぞれ増額をするものでございます。 

歳入予算におきましては、障害者福祉制度改正に係る国庫支出金の増額、河川

愛護事業に係る県支出金の増額、また、新型コロナウイルス感染症に対する施策

の財源として、財政調整基金繰入金等を増額するものでございます。 

債務負担行為補正につきましては、給付金事業について次年度においても申請

を受け付けること、また、各健診について次年度に事業が円滑に進められるよう

追加するものでございます。 

地方債補正につきましては、公民館改修工事に伴う増額でございます。 

次に、議第６７号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第３号）につきましては、現在お認めをいただいております補正予算

（第２号）までの歳入歳出予算額が１７億６，０９０万円でございます。今回、

この総額のうち歳入について２０２万円の組替えをさせていただくものでござい

ます。 

歳入予算におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により減免した国民

健康保険税を減額し、減額した国民健康保険税について、国からは補助金、県か

らは交付金として補塡されることから増額するものでございます。 

債務負担行為につきましては、各健診について次年度に事業が円滑に進められ

るよう設定するものでございます。 

次に、議第６８号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第２号）につきましては、歯科におきまして、現在お認めをいただい

ております補正予算（第１号）までの歳入歳出予算額が５，０９０万円でござい

ます。今回、この総額に６３万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ５，１５３万６，０００円とさせていただくものでございます。 

歳出予算におきまして、新型コロナウイルス感染症に対する施策として診療所

に必要な備品等を整備することから増額するとともに、歳入予算におきまして、

その財源として前年度繰越金を増額するものでございます。 

次に、議第６９号、令和２年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号）に
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つきましては、現在お認めをいただいております当初予算の歳入歳出予算額が１

０億１，５００万円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ４９１万

１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億１，９９

１万１，０００円とさせていただくものでございます。 

歳出予算におきましては、令和元年度介護給付費負担金及び地域支援事業負担

金の償還額が確定したため、償還金を増額するものでございます。 

歳入予算におきましては、償還金の財源として前年度繰越金を増額するととも

に、令和元年度低所得者保険料軽減負担金の精算に伴い、財源を振り替えるもの

でございます。 

次に、議第７０号、令和２年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）につきましては、現在お認めをいただいております当初予算の歳入歳出予算

額が１億１，５８０万円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ４０

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，６２０万円とさ

せていただくものでございます。 

歳出予算におきまして、過年度の所得更正等により還付金が不足することから

増額するとともに、歳入予算におきまして、町が支出した過年度の還付金につい

ては、その全額分が滋賀県後期高齢者医療広域連合から支払われることから増額

するものです。 

次に、議第７１号、令和２年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号）につき

ましては、令和２年度竜王町水道事業会計の第４条で定めました資本的支出の既

決予定額１億６，１３７万１，０００円に、今回８５０万円を増額し、１億６，

９８７万１，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、資本的支出につきまして、建設改良費とし

て８５０万円を増額するものでございます。また、資本的収入額が資本的支出額

に対し不足いたしますので、第４条括弧書きで定めております補塡財源につきま

しても改正させていただくものでございます。 

以上、議第６４号から議第７１号までの８議案について、提案理由を申し上げ

たところでございますが、議第６６号につきましては、詳細について担当課長か

ら説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 間宮総務課長。 

○総務課長（間宮泰樹） ただいま、町長から議第６６号、令和２年度竜王町一般

会計補正予算（第４号）について、提案理由の説明があったところでございます
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が、さらにその内容について、お手元配付の提出議案説明資料２１ページの令和

２年度９月補正予算概要により説明させていただきます。 

それでは、主な歳出から御説明いたします。 

まず、議員報酬５１万３，０００円の減額につきましては、新型コロナウイル

ス感染症対策に伴う経費の増加に鑑み、町財政への負担の軽減に資するため、７

月臨時議会において条例改正を行ったことから、予算に反映させるため減額する

ものでございます。 

次に、本会議音声配信整備業務委託料等１２５万１，０００円の増額につきま

しては、本会議の音声配信に伴い、機器等の整備が必要となることから増額する

ものでございます。 

次に、新生児特別定額給付金事業といたしまして、国の特別定額給付金の対象

とならない４月２８日以降に出生した子どもを対象として、１人につき１０万円

を給付することから、給付金及び事務費７０６万３，０００円を増額するもので

ございます。 

次に、総合庁舎維持修繕事業３３万８，０００円の増額につきましては、経年

劣化により不具合が生じた会議室のブラインド等を修繕するため、増額するもの

でございます。 

次に、地籍調査事業用備品２６万３，０００円の増額につきましては、補助金

の内示額に合わせて備品を整備するため増額するものでございます。 

次に、障害者福祉制度改正に伴うシステム改修委託料１２５万７，０００円の

増額につきましては、国が令和３年度に予定している自立支援医療の報酬改定に

伴い、審査支払等システムの改修が必要となることから増額するものでございま

す。 

次に、社会福祉協議会交付金１７１万５，０００円の増額につきましては、令

和２年６月から社会福祉協議会の組織体制が変更となったため、人件費分として

交付している交付金について増額するものでございます。 

次に、介護保険特別会計繰出金８万２，０００円の増額につきましては、令和

元年度低所得者保険料軽減負担金の精算により、国及び県から追加で交付がされ

ることから、町負担分と合わせて特別会計へ繰り出すため、増額するものでござ

います。 

次に、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金１０７万８，０００円の増額につ

きましては、補助金の申請件数が予算計上分に既に達したことから、今後の申請
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分を見込んで増額するものでございます。 

次に、収入保険加入推進事業補助金２５０万円の増額につきましては、農業者

が加入する収入保険や農業共済などの農業保険に対して、１経営体１０万円を上

限として補助するため増額するものでございます。 

次に、魅力ある農業の創生推進報償費３８０万円の増額につきましては、５月

定例会においてお認めをいただきました、農業者が販売所へ出荷した際の手数料

支援について、見込みを大幅に上回る出荷があったため、支援の金額を増額する

ものでございます。 

次に、環境保全型農業直接支払交付金事業につきましては、県の制度が変更さ

れたことに伴い、交付金ではなく補助金として支出する必要が生じたことから、

予算を組み替えるものでございます。 

次に、肉用牛肥育経営安定交付金緊急追加補てん補助金５０万円の増額につき

ましては、５月定例会においてお認めをいただきました、肉用牛の標準販売価格

が標準生産費を下回った場合の支援について、県が支援期間を令和３年１月まで

延長されたことから、町においても支援期間を延長するため補助金を増額するも

のでございます。 

次に、国営造成施設管理体制整備促進事業につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の影響によりイベント等が中止されたことに伴い、ソフト事業に係る委

託料から、施設整備等のハード事業に係る補助金に予算を組み替えるものでござ

います。 

次のページを御覧ください。 

続いて、飲食店応援事業補助金５００万円の増額につきましては、地域経済活

性化を図るために、町内飲食店において使用可能なクーポンを発行及び配布する

町観光協会が実施する事業に対して補助をするため、増額するものでございます。 

次に、河川愛護作業補助金３３２万２，０００円の増額につきましては、自治

会が実施する河川愛護活動事業について、県の補助制度が変更され、大型機械の

使用面積が増加したことから、補助金を増額するものでございます。 

次に、修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金５０万６，０００円の増額につ

きましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、町立学校が修学旅行をキ

ャンセルした場合に保護者が負担するキャンセル料の一部を補助するため、増額

するものでございます。 

次に、竜王西小学校敷地他調査業務委託料５１０万４，０００円の増額につき
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ましては、小学校、幼稚園、保育園、町道等、現況の地図及び登記について一部

不整合があり、今後の土地の有効活用のため、土地の境界確定、地図訂正等を委

託することから増額するものでございます。 

次に、公民館管理運営費といたしまして、ホールのエアコン室外機を修繕する

ことから９３万５，０００円増額するものです。 

また、公民館改修工事２，４２９万４，０００円の増額につきましては、公民

館が指定避難所として地域防災計画に位置づけられたことを受け、令和２年度ま

でに実施した事業が対象となる緊急防災減災事業債を活用し、定期点検において

指摘を受けたホールの天井を改修するため増額するとともに、改修工事の監理業

務を委託するため１２１万円を増額するものでございます。 

続いて、歳入補正予算でございますが、２１ページにお戻りいただきまして、

主な歳入から御説明いたします。 

まず、国庫支出金について、障害者総合支援事業費補助金６２万８，０００円

の増額は、障害者自立支援給付支払等システムの改修に係る経費について国から

補助金が交付されるため、増額するものでございます。 

次に、循環型社会形成推進交付金３５万９，０００円の増額は、合併処理浄化

槽設置整備事業費の３分の１について国から交付金が交付されることから、増額

するものでございます。 

次に、県支出金について、地籍調査費補助金１９万７，０００円の増額は、補

助金の内示があったことから増額するものでございます。 

次に、汚水処理施設整備接続等交付金３５万９，０００円の増額は、合併処理

浄化槽設置整備事業費の３分の１について、国と同様に県からも交付金が交付さ

れることから増額するものでございます。 

また、河川愛護活動事業委託金３３２万２，０００円の増額は、県の補助制度

が変更され、大型機械の使用面積が増加したことから、補助金を増額するもので

ございます。 

次に、地方債について、緊急防災減災事業債２，５５０万円の増額は、公民館

改修工事について当該起債を財源とするため増額するものでございます。 

次に、財政調整基金繰入金につきまして、新型コロナウイルス感染症に対する

施策の財源といたしましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を財源とする予定ではございますが、現時点において最終の交付額等につ

いて未確定ですので、財政調整基金繰入金１，９３６万９，０００円を財源とし、
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今後、各事業費が確定した段階で財源を組み替えたいと考えております。 

次に、今回の新型コロナウイルス感染症に対する施策以外の補正に係る一般財

源所要額１，０１１万８，０００円について、前年度からの繰越金を増額するも

のでございます。 

次に、２２ページの債務負担行為補正（追加）について御説明いたします。 

まず、新生児特別定額給付金事業につきまして、給付対象は令和３年４月１日

までに生まれた子どもであり、次年度においても申請を受け付けることから追加

するものでございます。 

また、がん検診などの住民健診業務につきましては、次年度に事業が円滑に進

められるよう、今年度中に契約等に係る事務処理を行う必要があることから、そ

れぞれ追加するものでございます。 

最後に、地方債補正（変更）についてですが、先ほど歳入において説明しまし

たとおり、増額変更するものでございます。 

以上、令和２年度竜王町一般会計補正予算（第４号）の説明といたします。よ

ろしく御審議を賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１１ 議第７２号 令和元年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１２ 議第７３号 令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１３ 議第７４号 令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第７５号 令和元年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１５ 議第７６号 令和元年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

日程第１６ 議第７７号 令和元年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

日程第１７ 議第７８号 令和元年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第１８ 議第７９号 令和元年度竜王町下水道事業会計決算認定について 

○議長（小西久次） 次に、日程第１１ 議第７２号、令和元年度竜王町一般会計

歳入歳出決算認定についてから日程第１８ 議第７９号、令和元年度竜王町下水

道事業会計決算認定についてまでの８議案についてを一括議題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま、一括上程いただきました議第７２号から議第７９

号までの８議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第７２号、令和元年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、議第７３

号、令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算認定

について、議第７４号、令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について、議第７５号、令和元年度竜王町学校給食事業特別会

計歳入歳出決算認定について、議第７６号、令和元年度竜王町介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について及び議第７７号、令和元年度竜王町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定についての６議案につきましては、地方自治法第２３３

条第２項の規定により、町監査委員による決算審査を終えていただきましたので、

同条第３項の規定に基づき、議会の認定に付するものでございます。 

次に、議第７８号、令和元年度竜王町水道事業会計決算認定について及び議第

７９号、令和元年度竜王町下水道事業会計決算認定についての２議案につきまし

ては、地方公営企業法第３０条第２項の規定により、町監査委員による決算審査

を終えていただきましたので、同条第４項の規定に基づき、議会の認定に付する

ものでございます。 

以上、議第７２号から議第７９号までの８議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、詳細につきましては、会計管理者及び担当課長から

説明をさせますので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（小西久次） 小森会計管理者。 

○会計管理者（小森久美子） ただいま、町長から提案理由の説明がありました議

第７２号から議第７７号までの６議案につきましては、令和元年度の一般会計、

並びに各特別会計のそれぞれの決算について、地方自治法第２３３条第１項及び

同法施行令第１６６条、並びに同法施行規則第１６条及び第１６条の２の規定に

より調製をいたしましたもので、その決算概要につきまして説明いたします。 

お手元に決算報告書をお届けいたしておりますので、これを中心にして御説明

申し上げたいと思います。 

まず、議第７２号、令和元年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、決

算の概要を御説明申し上げます。 
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決算報告書の１ページを御覧ください。 

一般会計の決算額は、歳入総額が６４億３９５万６６３円、歳出総額が６１億

８，００９万４，０３３円となり、歳入歳出差引額は２億２，３８５万６，６３

０円となりました。このうち、翌年度に繰り越した事業に要する財源２，９７８

万２，０００円を差し引きますと、実質収支は１億９，４０７万４，６３０円の

黒字となります。ここから、平成３０年度の実質収支であります１億６，７３２

万６，９４８円を差し引きますと、単年度収支は、２，６７４万７，６８２円の

黒字となります。さらに、単年度収支に財政調整基金への積立金２億４，５６６

万６，３６１円と起債の繰上償還金１億４，８６１万円を加えた実質単年度収支

は、４億２，１０２万４，０４３円の黒字となりました。 

次に、決算報告書の１３８ページから御覧いただきたいと思います。 

令和元年度の歳入の財源構成状況、歳出の目的別、並びに性質別決算状況等に

ついて、１４３ページまでにわたり記載しています。 

まず、歳入について、１３８ページの財源構成状況でございますが、自主財源

が７４．２％、依存財源が２５．８％となっており、平成３０年度は、自主財源

が７３．４％、依存財源が２６．６％でありました。前年度と比較しますと、自

主財源が５．２％増加しました。 

歳入総額では、前年度に比べて２億４，７３０万１，０００円の増加で、率に

して４％の増となりました。 

前年度と比較して大きく変動のあった科目や特色あるものについて見てみます

と、自主財源のうち、まず、寄附金についてでございますが、総額１億８，５０

４万円となり、前年度と比較いたしますと、率にして４８．２％増加しています。

この要因といたしましては、未来につなぐふるさと交竜寄附金が１億８，４７４

万円であり、前年度から約６，０００万円増加したことによるものです。 

次に、繰入金についてですが、総額２億７，２０７万２，０００円となり、前

年度と比較いたしますと、率にして１１９．４％増加しています。この要因とい

たしましては、町債の繰上償還実施に伴う減債基金１億４，８６１万円の繰入れ

を行ったこと、また、未来につなぐふるさと交竜基金１億２，３４６万２，００

０円の繰入れを行ったことによるものです。 

前年度と比較すると、１億４，８０７万１，０００円増加する結果となりまし

た。 

次に、依存財源では、国庫支出金については総額５億４，６５５万円、前年度



- 15 - 

と比べ４，８９３万１，０００円の増額となり、県支出金については、総額４億

９，５４３万９，０００円、前年度と比べ１６５万６，０００円の増額となりま

した。 

主な国庫負担金は、障害者自立支援給付費負担金が１億６，５５８万７，００

１円、施設型給付・地域型保育給付負担金が８，３１５万６，８４０円等であり、

主な国庫補助金は、プレミアム商品券事務費補助金が５９２万２，０００円等で

あります。また、主な県補助金は、農地防災事業補助金が３，９０３万７，００

０円、基幹水利施設管理事業補助金が３，０６７万１，０００円であります。 

町債については、総額１億６，０８０万円となり、前年度と比較すると３，２

６０万円減少しました。 

以上のように、活用できる財源を最大限に確保し、住民皆様へのサービス向上

と健全な財政運営を両輪に、事業遂行に努めました。 

次に、歳出について１４０ページから説明をさせていただきます。 

歳出総額では、前年度に比べて２億２，２７７万５，０００円の増加、率にし

て３．７％の増となりました。 

歳出の構成比を目的別に見てみますと、主なものとして、民生費が２５．９％、

総務費が１４．８％、教育費が１１．５％、土木費が１０．２％となっておりま

す。 

この中で、対前年度比較で増減額の大きいものについて、説明いたします。 

まず、総務費ですが、１億９０８万９，０００円、率にして１３．６％増加し

ておりますが、役場庁舎耐震補強工事、電算管理用備品の購入、プレミアム商品

券発行事業等による増でございます。 

土木費は１億２，６５３万７，０００円、率にして１６．７％減少しておりま

すが、土地開発基金積立金の減、竜王インター周辺地区整備の完了等による減で

ございます。 

教育費は５，６５９万円、率にして８．６％増加しておりますが、公民館別館

の解体工事、小中学校特殊建築物定期点検に係る修繕工事等による増でございま

す。 

公債費は１億３，６１３万９，０００円、率にして３０．６％増加しておりま

すが、これについては繰上償還の実施による増でございます。 

諸支出金は５，６６７万９，０００円、率にして１３．６％増加しております

が、財政調整基金積立金、未来につなぐふるさと交竜基金積立金等による増でご
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ざいます。 

次に、１４２ページの性質別の構成比で見てみますと、義務的経費では、人件

費が２１．０％、扶助費が１４．１％、公債費が９．４％となっております。 

また、投資的経費では、普通建設事業費が４．５％、その他の経費については、

主なものといたしまして、物件費が１７．２％、補助費等が１９．３％、積立金

が７．６％となっております。 

この中で、性質別決算状況の対前年度比較で増減額の大きいものについて説明

いたします。 

義務的経費のうち公債費について、１億３，６１３万９，０００円、率にして

３０．６％増加しておりますが、これは先ほど申し上げましたとおり、繰上償還

の実施によるものです。 

投資的経費のうち、普通建設事業について１億７，９９０万９，０００円、率

にして３９．５％減少しておりますが、竜王インター周辺地区整備事業の完了、

町道殿山線物件移転補償の完了、町道道路改良・舗装工事の減等によるものです。 

その他の経費のうち、物件費について１億７，２６３万７，０００円、率にし

て１９．３％増加しておりますが、橋梁点検業務委託、農業水利施設の機能保全

計画策定業務委託、公民館別館解体工事等によるものです。 

また、繰出金について１億５，１１２万１，０００円、率にして２７．７％減

少しておりますが、土地開発基金への積立て、後期高齢者医療特別会計への繰出

金の減等によるものです。 

なお、決算の具体的内容につきましては、歳入は、決算報告書の３ページから

８ページまでに款別に順を追って記載しておりますので、説明を省略させていた

だきます。 

歳出につきましては、決算報告書の９ページから１３７ページまでに各所管別、

予算科目順に事務事業の内容と事業の成果表を併せて列記しておりますので、御

覧いただきますようお願いします。 

説明については省略させていただきます。 

また、決算書の１４５ページから１４８ページまでには、公有財産の土地及び

建物の令和元年度中の増減、並びに年度末現在高を、１４９ページには、山林、

物権、出資による権利の状況を、１５０ページ、１５１ページには、５０万円以

上の重要物品を、１５２ページから１５４ページまでには、基金の年度末現在高

をそれぞれ記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。 



- 17 - 

なお、土地開発基金及び用品等調達基金のそれぞれの運用状況につきましては、

別冊の調書をお届けしておりますので、併せて御参照いただきますようよろしく

お願いいたします。 

以上、令和元年度一般会計の決算概要を申し上げ、提案説明とさせていただき

ます。 

次に、議第７３号、令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書の１４４ページを御覧いただきたいと思います。 

令和元年度竜王町国民健康保険における被保険者数は、前年度に比べ３．５％

の減少となりました。また、退職被保険者数については９５％の減少となりまし

た。被保険者数等の異動状況といたしましては、大きな制度改正もなかったこと

から、おおむね平年並みの異動件数となりました。竜王町の居住者全体から見た

国民健康保険への加入割合では、世帯数は３１．５％、被保険者数は１９．９％

となっています。 

国民健康保険制度改革により、平成３０年度から滋賀県が県内市町国保の財政

運営主体となったことで、国民健康保険税で集めるべき額が医療費の増減に影響

されなくなりましたが、引き続き医療費の動向を見定め、保健事業の充実も含め

適正運営に努めなければなりません。 

決算収支の状況は、歳入総額が１２億７，７０４万３，３２１円、歳出総額が

１２億６，１３９万２，２７７円で、歳入歳出差引額は１，５６５万１，０４４

円となりまして、実質収支額も同額となっております。ここから平成３０年度の

実質収支２，７７０万６，４０４円を差し引きますと、単年度収支は、１，２０

５万５，３６０円の赤字となります。 

歳入の主なものといたしましては、決算書１５９ページ、款５の国民健康保険

税が２億５，７１７万３，１２８円、１６１ページ、款２５の県支出金が８億８，

７１０万１５３円、１６１ページ、款４０の繰入金が９，２１４万８，７８０円

でございます。 

次に、歳出の主なものといたしましては、１６６ページ款１０の保険給付費が

８億６，９２４万９，５１９円、１６８ページ、款１７の国民健康保険事業費納

付金が３億３，３５２万４，９３６円、１６９ページ、款２５の保健事業費が１，

３１９万７，７９３円で、これは特定健診受診率向上啓発と健康指導や疾病の早

期発見など健康づくりに取り組んだものです。 
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さらに、１７０ページ、款３０の基金積立金が２，５８４万２６１円でござい

ます。なお、国民健康保険の加入世帯数及び被保険者数等につきましては、決算

報告書の１４４ページに記載いたしておりますので、御披見いただきたいと思い

ます。また、決算書の１７３ページに、財産に関する調書を添付いたしておりま

すので、併せて御参照ください。 

以上、国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の決算の概要を申し上げ、提案

説明とさせていただきます。 

次に、議第７４号、令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１５２ページからでございます。 

まず、医科診療所における決算収支でございますが、歳入総額が１，０１１万

４，６３０円、歳出総額が９３３万７，８０４円で、歳入歳出差引額は７７万６，

８２６円となりました。このうち、翌年度に繰り越した事業に要する財源７万６，

０００円を差し引きますと、実質収支は７０万８２６円の黒字となります。ここ

から、平成３０年度の実質収支７７万６，８２６円を差し引きますと、単年度収

支は、７万６，０００円の赤字となります。 

歳入の主なものといたしましては、決算書の１７９ページ、款２０財産収入が

３５万３，６３６円であります。 

次に、款２５繰入金として、財政調整基金８９８万４，１６８円を繰入れして

おります。さらに款３０繰越金が７７万６，８２６円でありました。 

歳出の主なものとしては、１８１ページの款５総務費が９２８万９，２４１円

でありまして、医療施設設置者としての維持管理費及び医科診療所指定管理料で

ございます。 

また、１８２ページ、款１５基金積立金として財政調整基金積立金が４万８，

５６３円でございます。 

以上が医科の内容でございます。 

次に、決算報告書の１５３ページ、歯科診療所における決算収支につきまして

御説明申し上げます。 

歳入総額が５，６１３万９，０１７円、歳出総額が５，０７４万８，６１２円

で、歳入歳出差引額は５３９万４０５円となりまして、実質収支も同額となって

おります。ここから、平成３０年度の実質収支５１８万９２１円を差し引きます

と、単年度収支は、２０万９，４８４円の黒字となります。 
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歳入の主なものは、決算書の１８３ページ、款５診療収入が４，５８５万８，

７４６円、１８４ページの款２５繰入金が２７６万２，０００円でございます。 

歳出の主なものは、１８６ページの款５総務費が３，４８３万２６５円で、人

件費及び施設の維持管理費などでございます。 

１８８ページの款１０医業費は、９０２万７，８０１円となっています。受診

状況は、決算報告書の１５５ページにございまして、年間受診件数は３，８２６

件、年間外来者数は６，５７９人で、受診件数、外来者数ともに、平成３０年度

と比較しますと増加しております。さらに年間診療収入についても４，５１２万

８，４０１円で、平成３０年度から増加しております。 

また、決算書の１９１ページから１９３ページまでに財産に関する調書を添付

いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（施設勘定）の決算の概要を申し上げ、提案

説明とさせていただきます。 

次に、議第７５号、令和元年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定

について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１５８ページからでございます。 

御承知のとおり、学校給食は、成長期における園児・児童・生徒の健康増進を

図るため、栄養バランスのとれた食事を提供し、併せて、望ましい食習慣の形成

を図る重要な食育の実践の場と位置づけ、教育の一環として取り組んでおります。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が５，４７８万２，０９４円、歳出

総額が５，３４１万９，７４６円で、歳入歳出差引額は１３６万２，３４８円と

なりまして、実質収支も同額となっております。 

歳入でございますが、決算書１９７ページを御覧ください。 

主となる収入は給食費負担金でございまして、決算額は５，３４４万８，１９

４円でございます。 

歳出につきましては、１９９ページを御覧いただき、給食材料費の決算額が５，

３０７万３３０円でございます。その他は、パンの包装・加工の委託料等であり

ます。 

以上、学校給食事業特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせていた

だきます。 

次に、議第７６号、令和元年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、決算の概要を御説明申し上げます。 
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決算報告書は１６１ページからでございます。 

介護保険の第１号被保険者数は３，２５２人で、うち後期高齢者数は１，４７

７人であります。また、要介護・要支援認定者数は５６０人であります。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が９億５，７５４万８，３９４円、

歳出総額が９億２，５７１万１，５２９円で、歳入歳出差引額は３，１８３万６，

８６５円となりまして、実質収支も同額となっております。ここから、平成３０

年度の実質収支３，３８２万３，２６６円を差し引いた単年度収支は、１９８万

６，４０１円の赤字となりました。 

歳入の主なものといたしましては、決算書の２０５ページ、款５保険料が２億

４，１０２万４，２０４円、款１５国庫支出金が１億８，５９４万５，２９５円、

２０６ページ、款２０支払基金交付金が２億３，６９４万３，０００円、２０７

ページ、款２５県支出金が１億３，１３１万５，２４７円、款３５繰入金が１億

２，８１４万６６円でございます。 

歳出の主なものといたしましては、決算書の２１２ページ、款１０保険給付費

が８億６，１６７万５８９円でございます。 

また、２１６ページ、款１１地域支援事業費が３，５８５万８，７９８円でご

ざいます。これは地域包括支援センターの業務による介護予防事業に要した費用

でございます。 

２２０ページ、款３０諸支出金は１，９０４万１，４２６円で、そのうち償還

金１，８８６万１３１円は、主に介護給付費に係る精算で、国、県及び支払基金

にそれぞれ返還いたしました。 

詳細につきましては、決算報告書の１６１ページから一般状況を、また、１６

３ページ以降に経理状況を、それぞれ記載させていただいております。また、決

算書の２２３ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、御参照い

ただきたいと思います。 

以上、介護保険特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせいただきま

す。 

次に、議第７７号、令和元年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１８８ページからでございます。 

後期高齢者医療制度は、開始から１０年以上経過したことにより、円滑な制度

運営を行うことができました。保険給付や保険料額の決定などは、滋賀県後期高
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齢者医療広域連合が担い、町においては保険料徴収を行っておりますが、収納率

は１００％でありました。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が１億９６４万２，８９０円、歳出

総額が１億９３２万２，０６１円で、歳入歳出差引額は３２万８２９円となりま

して、実質収支も同額となっております。 

歳入の主なものは、決算書の２２７ページ、款５後期高齢者保険料が８，３１

２万８，２９９円、款２０繰入金が２，３３１万１，０７４円で、うち２，２２

２万３，７２９円は保険基盤安定に係る繰入金でございます。 

次に、歳出でございますが、２３０ページを御覧ください。 

款５総務費が１０９万７，０４５円で、資格管理及び保険料徴収の事務費でご

ざいます。 

また、款１０後期高齢者医療広域連合納付金が１億５４２万８，４３７円で、

被保険者から納付された保険料等を滋賀県後期高齢者医療広域連合に納付してい

るものです。 

以上、後期高齢者医療特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせてい

ただきます。 

以上をもちまして、議第７２号から議第７７号までの６議案につきましての提

案説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。ここで午後２時２０分まで暫時休憩

いたします。 

休憩 午後２時 ５分 

再開 午後２時２０分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

森岡上下水道課長。 

○上下水道課長（森岡道友） ただいま、町長から提案理由を申し上げました議第

７８号、令和元年度竜王町水道事業会計決算認定についての内容につきまして御

説明を申し上げます。 

当年度の給水人口は１万１，４６７人で、前年度と比較して７８人の減少とな

っています。また、年間総配水量は１６０万９，１４６立方メートルであり、前

年度より２万９，５３２立方メートルの減少となりました。年間有収水量につき

ましては１４８万２，２９６立方メートルであり、前年度より６，９１６立方メ
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ートルの減少でありました。 

それでは、決算書に基づきまして、詳細の御説明をいたします。 

まず、１ページの令和元年度竜王町水道事業決算報告書を御覧ください。 

第３条予算の収益的収支の収入でございますが、水道事業収益といたしまして

は、営業収益、営業外収益及び特別利益を合わせまして、決算額が３億６，７０

０万６，８６６円で、このうち仮受消費税は２，３５２万４，８９３円でござい

ます。 

支出でございますが、水道事業費用といたしましては、営業費用、営業外費用

を合わせまして、決算額が３億３，６１９万６，４５８円で、このうち仮払消費

税は１，７６４万２，９６２円でございます。 

次に、第４条予算の資本的収支の収入でございますが、資本的収入といたしま

しては、企業債から他会計負担金までを合わせまして、決算額が４，８５４万１，

２００円でございます。 

支出でございますが、資本的支出といたしましては、建設改良費及び企業債償

還金を合わせまして、決算額が１億２，７２２万２，２００円で、このうち仮払

消費税は８７６万円でございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足す

る額７，８６８万１，０００円は、当年度分消費税資本的収支調整額、並びに当

年度及び過年度損益勘定留保資金で補塡いたしました。 

次に、３ページの損益計算書を御覧ください。 

営業収支は、２，４５８万６０円の損失となりましたが、営業外収支が４，８

３３万７，５４３円の利益となりましたので、経常利益として２，３７５万７，

４８３円でございます。さらに、特別利益が９７万６，８６０円、当年度純利益

は２，４７３万４，３４３円、これに前年度繰越利益剰余金５０万９０円を加え、

当年度未処分利益剰余金は２，５２３万４，４３３円となるものでございます。 

次に、７ページの剰余金処分計算書（案）を御覧ください。 

これは、竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例に基づき、利益の処分

を行うものでございます。当年度未処分利益剰余金２，５２３万４，４３３円の

うち、減債積立金に１３０万円を積み立てさせていただくものでございます。積

み立ていたしますと、翌年度繰越利益剰余金は２，３９３万４，４３３円となり

ます。 

次に、貸借対照表を御覧ください。 

まず、資産の部でございます。固定資産といたしまして２２億８００万８，１
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３７円、流動資産といたしまして３億９，３９４万９，００２円でございます。

したがいまして、資産合計は２６億１９５万７，１３９円となるものでございま

す。 

次に、負債の部でございます。固定負債といたしまして９億９０７万６７２円、

流動負債といたしまして９，０１８万８，２６４円、繰延収益といたしまして８

億２，１９８万５，４２８円でございます。したがいまして、負債合計は、１８

億２，１２４万４，３６４円となるものでございます。 

次に、資本の部でございます。資本金といたしまして４億４，３２７万９，４

３７円、剰余金といたしまして３億３，７４３万３，３３８円でございます。し

たがいまして、資本合計は７億８，０７１万２，７７５円、負債資本合計は２６

億１９５万７，１３９円となるものでございます。 

なお、１１ページ以降につきましては、これらの資料として、注記表及び付属

書類を添付いたしておりますので、御覧いただきたいと存じます。 

以上、令和元年度竜王町水道事業会計決算認定につきましての内容説明とさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議第７９号令和元年度竜王町下水道事業会計決算認定についての

内容につきまして御説明を申し上げます。 

当年度の処理区域内水洗化人口は１万４８人で、前年度と比較して１１２人の

減少となっています。また、年間有収水量は１２５万２，８０１立方メートルで

あり、前年度より１万１，７７６立方メートルの減少となりました。 

それでは、決算書に基づきまして、詳細の御説明をいたします。 

まず、１ページの令和元年度竜王町下水道事業決算報告書を御覧ください。 

第３条予算の収益的収支の収入でございますが、下水道事業収益といたしまし

ては、営業収益、営業外収益及び特別利益を合わせまして、決算額が５億１，９

２２万７２３円で、このうち仮受消費税は１，４４０万９，８６０円でございま

す。 

支出でございますが、下水道事業費用といたしましては、営業費用、営業外費

用を合わせまして、決算額が４億９，９５９万２，５６５円で、このうち仮払消

費税は８１６万６，９４７円でございます。 

次に、第４条予算の資本的収支の収入でございますが、資本的収入といたしま

しては、他会計出資金から分担金までを合わせまして、決算額が３億４，１２１

万４，９８０円でございます。 
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支出でございますが、資本的支出といたしましては、建設改良費及び企業債償

還金を合わせまして、決算額が４億９，９１０万６，６７５円で、このうち仮払

消費税は１，２８２万１，０６３円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億５，７８９万１，６９５

円は、当年度分消費税資本的収支調整額、並びに当年度及び過年度損益勘定留保

資金で補塡いたしました。 

次に、３ページの損益計算書を御覧ください。 

営業収支は２億４，６２８万３，４０７円の損失となりましたが、営業外収支

が２億６，２１４万６，２４７円の利益となりましたので、経常利益は１，５８

６万２，８４０円でございます。さらに、特別利益が２１２万２，４６９円、当

年度純利益は１，７９８万５，３０９円となり、これに前年度繰越利益剰余金５

４万７，９７２円を加え、当年度未処分利益剰余金は１，８５３万３，２８１円

となるものでございます。 

次に、７ページの剰余金処分計算書（案）を御覧ください。 

これは、竜王町下水道事業の剰余金の処分等に関する条例に基づき利益の処分

を行うものでございます。当年度未処分利益剰余金１，８５３万３，２８１円の

うち、減債積立金に９３万円を積み立てさせていただくものでございます。積み

立ていたしますと、翌年度繰越利益剰余金は１，７６０万３，２８１円となりま

す。 

次に、貸借対照表を御覧ください。 

まず、資産の部でございます。固定資産といたしまして８８億７，１１５万５，

２０２円、流動資産といたしまして２億１，５１６万５，９４５円でございます。

したがいまして、資産合計は９０億８，６３２万１，１４７円となるものでござ

います。 

次に、負債の部でございます。固定負債といたしまして３４億４，３５４万１，

９７５円、流動負債といたしまして４億４，３３８万６，６６４円、繰延収益と

いたしまして４９億７９２万４，５２１円でございます。したがいまして、負債

合計は８７億９，４８５万３，１６０円となるものでございます。 

次に、資本の部でございます。資本金といたしましては、２億９９８万８，８

１６円、剰余金といたしまして８，１４７万９，１７１円でございます。したが

いまして、資本合計は２億９，１４６万７，９８７円、負債資本合計は９０億８，

６３２万１，１４７円となるものでございます。 
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なお、１１ページ以降につきましては、これらの資料として、注記表及び付属

書類を添付いたしておりますので、御覧いただきたいと存じます。 

以上、令和元年度竜王町下水道事業会計決算認定につきましての内容説明とさ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小西久次） それでは、ここで決算審査報告をお願いします。 

吉田代表監査委員。 

○竜王町代表監査委員（吉田定男） 令和元年度竜王町歳入歳出決算、並びに竜王

町土地開発基金等運用状況の審査結果について御報告申し上げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。令和元年度の竜王町歳入歳出決算、並びに竜王町土地開発

基金等の運用状況について審査を実施しました。 

審査に当たり、諸帳簿の照合、計数の確認、並びに各会計の予算執行状況につ

いて慎重に審査を行いました。 

その結果、特に指摘すべき事項は見当たりませんでした。また、決算内容につ

いては、相対的に大きな不用額がある項目も見られましたが、ほぼ適正に運営さ

れているものと見受けました。また、審査を通じて、各部署の業務遂行への取組

や各会計における経費節減に向けた努力を理解することができました。 

一般会計は、歳入総額６４億３９５万１，０００円、歳出総額６１億８，００

９万４，０００円でした。歳入歳出差引額は、２億２，３８５万７，０００円、

実質単年度収支額は４億２，１０２万４，０００円の黒字決算となりました。 

法人町民税の推移を見ますと、平成２９年度は前年度比９億６，８４８万２，

０００円増、平成３０年度は前年度比２，６２２万８，０００円増、さらに当年

度は、前年度比７，７９９万４，０００円増加の１３億２，３９６万５，０００

円となりました。町税収入に占める構成比も、３３．９ポイントと高い数値とな

っております。 

特別会計は、５会計合計で歳入総額２４億６，５２７万円、歳出総額２４億９

９３万２，０００円となり、歳入歳出差引額の総額は、５，５３３万８，０００

円の黒字となりました。 

なお、町税や国民健康保険税等において、滞納が依然として多い状況にありま

す。初動及び滞納対応等を着実に実施され、収納率の向上を図られるよう期待し
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ます。 

財務面から見ますと、一般会計の当年度の財政力指数が１．１９６となり、平

成３０年度に続いて普通交付税の不交付団体となりました。 

一方、財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は８２．８％となり、前年度

比で３．２ポイント良化しました。平成２６年度以降の推移を見ると、経常経費

に充当する一般財源の額が増加基調にあると言えます。町税等の経常一般財源の

拡充、安定化とともに、歳出経費の抑制、見直し等が必要と考えます。 

また、町債残高については、一般会計で１億４，８６１万円の繰上償還を実施

されましたが、水道事業会計、下水道事業会計を含む３会計の合計残高は、８９

億３，６８９万１，０００円と、依然として多額な状況であります。引き続き、

町債残高の推移には十分留意する必要があります。 

事務面から見ますと、以前として不適切な事例があります。 

例えば、契約締結の伺書において、起案日、決裁日、施行日の整合性がとれて

いない案件や文書整理番号の記入がない案件がありました。 

一方、伺書の文書発送日記入や不要箇所の斜線記入等については励行されつつ

あると言えます。課内会議や復命書等による情報共有、引継書の作成等において

も、正しい事務処理に向けた兆しがあり、励行されることを期待します。 

ところで、平成３０年度に表面化しました、農村下水道使用料徴収問題につい

ては、早期に解決を図られ、町行政の信頼回復に努められたい。改めて条例・規

則に沿った事務処理の励行、併せて正しい事務処理が当然という職場文化の再確

認を強く希求します。 

最後に、行財政改革、並びに業務の効率化を図られ、住民福祉の向上に努めら

れることを期待して、審査の意見とします。 

次に、令和元年度竜王町水道事業会計決算の審査結果について御報告申し上げ

ます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告をさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。令和元年度竜王町水道事業会計決算の審査を実施しました。 

審査に当たり、関係諸帳簿との照合及び計数の確認を慎重に行いましたが、特

に指摘すべき事項は見当たりませんでした。また、諸経費の節減をはじめ、公営

企業として効率性や健全な事業経営に努力しているものと見受けました。 
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当年度の営業収益は２億７，８３０万３，１９４円、営業費用は３億２８８万

３，２５４円となり、営業利益はマイナス２，４５８万６０円となりました。ま

た、営業外収益は６，４２０万１，９１９円。営業外費用は１，５８６万４，３

７６円、経常利益は２，３７５万７，４８３円となり、特別利益を加除した当年

度純利益は２，４７３万４，３４３円となり、前年度比７７１万３，９８５円の

大幅な増加となりました。 

この要因は、前年度比較で営業外収益５４６万８６２円減少に対し、営業費用

が大きく１，２１４万１，１５０円減少したためであります。営業外収益の主な

減少要因は、長期前受金戻入で２６７万５，９４７円減、町補助金で２０９万３，

０００円減でした。営業費用の主な減少要因は、平成３０年度の上下水道事業経

営戦略策定業務費用で、４０７万２，１４８円の皆減、上水道管理システム更新

及び保守業務費用で１７０万円減などであります。 

また、前年度比較で、年間配水量が２万９，５３２立方メートル減、年間有収

水量が６，９１６立方メートル減ではありましたが、有収率が１．２％良化し、

９２．１％に向上したこと等にあると言えます。職員１人当たりの有収水量、営

業収益、並びに有収率の状況等から見て、効率性は比較的高いと言えます。 

未収金の減少等に努められるとともに、本状況の維持、発展を期待します。 

当年度の主な工事は、西横関地先配水管布設替その１工事４，１２５万円、鏡

地先舗装本復旧工事２，２５５万円等でありました。 

ところで、国の新水道ビジョンに呼応して策定された竜王町水道事業ビジョン

は、実態に基づいた現実的な事業経営を見通し、水道事業の諸問題を解決するた

めの指針であります。また、別途策定された上水道事業整備計画に基づく着実な

推進とアセットマネジメントによる適切な資産管理・運用をもって、安定したラ

イフラインの維持を期待します。 

なお、本ビジョンの推進に際しては、水道事業の現状、課題、１０年後の姿な

どをできる限り見える化するなど、町民に分かりやすく説明、周知するとともに、

町民の御理解、御支援の下に諸事業を推進されるよう、研鑽を期待します。 

最後に、水道事業の安定確保及び公共性、経済性等を勘案の上、継続して健全

経営に努められることを期待し、審査の意見とします。 

次に、令和元年度竜王町下水道事業会計決算の審査結果について御報告申し上

げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり
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でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。令和元年度竜王町下水道事業会計決算の審査を実施しまし

た。審査に当たり、関係諸帳簿との照合及び計数の確認を慎重に行いましたが、

特に指摘すべき事項は見当たりませんでした。また、諸経費の節減をはじめ、公

営企業として効率性や健全な事業経営に努力しているものと見受けました。 

当年度の営業収益は１億６，７６７万３，１１３円、営業費用は４億１，３９

５万６，５２０円、営業利益はマイナス２億４，６２８万３，４０７円となりま

した。また、営業外収益は３億３，５４１万１，２６３円、営業外費用は７，３

２６万５，０１６円で、経常利益は１，５８６万２，８４０円となり、特別損益

を加除した当年度純利益は１，７９８万５，３０９円となりました。 

なお、別表３、比較損益計算書から鑑みると、当年度中における他会計からの

補助金は１億７，８９５万４，０００円であり、本補助金及び長期前受金戻入等

を含む営業外収益が営業損益を補い、経常利益を計上していると言えます。 

当年度の工事としては、建設工事では、公共下水道汚水幹線工区その１工事３，

４６０万８，２００円、同その２工事２，６９５万円、同その３工事１，８９２

万円、マンホール蓋更新工事１３か所、６２６万３，４００円、保存工事では、

マンホールポンプ修繕業務ほか２６６万５，３２６円でありました。 

下水道事業会計は、平成３０年度から、地方公営企業法の財務規定等適用によ

る発生主義・複式簿記の企業会計方式に移行しております。従前の現金主義・単

式簿記の会計方式に比べ、事業状況や経営内容を各段に把握しやすくなりました。 

第２表で、職員１人当たりの有収水量、営業収益、排水管距離等を例示しまし

たが、各種指標を用いて当町の現状を数値的に把握するとともに、効率的な業務

活動に努められることを期待します。 

また、全戸水洗化への活動や不明水対策については、費用対効果等を勘案する

中で、着実に推進されることを期待します。 

ところで、平成３０年度に農村下水道使用料徴収問題が表面化しましたが、当

該事業の長期的展望の再確認、農村下水道料金算定基準の再確認、再発防止策の

徹底等々を踏まえ、的確な対応による通常状態への回復を早期に図られたい。慣

習ではなく、条例・規則に沿った処理に努め、町行政の信頼回復に努められたい。 

最後に、琵琶湖をはじめとする水質保全と住民の衛生的で快適な居住環境の維

持を目的に、計画的な経営基盤強化と的確なマネジメントをもって、持続可能な



- 29 - 

下水道事業の経営に努められることを期待し、審査の意見とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１９ 議第８０号 工事請負契約の締結について 

日程第２０ 議第８１号 令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合一般会計歳入歳 

            出決算認定について 

日程第２１ 報第 ５号 令和元年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２２ 報第 ６号 令和元年度竜王町資金不足比率について 

○議長（小西久次） 次に、日程第１９ 議第８０号、工事請負契約の締結につい

て及び日程第２０、議第８１号、令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合一般

会計歳入歳出決算認定についての２議案、日程第２１ 報第５号、令和元年度竜

王町健全化判断比率について、並びに日程第２２ 報第６号、令和元年度竜王町

資金不足比率についての２報告についてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま、一括上程いただきました議第８０号及び議第８１

号の２議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第８０号、工事請負契約の締結についてにつきましては、総合運動公園施設

冷温水発生機更新工事の請負契約の締結でございまして、去る８月１９日に指名

競争入札を執行しましたところ、滋賀県守山市下之郷二丁目５番８号、大崎設備

工業株式会社代表取締役、大崎裕士が金額８，００６万９，０００円で落札しま

したので、これの請負契約の締結について、地方自治法第９６条第１項第５号及

び竜王町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２

条の規定により、議決をお願いするものでございます。 

工事の内容につきましては、総合運動公園施設スポーツセンターの冷温水発生

機の老朽化に伴い、既設の冷温水発生機を撤去し、冷暖房用６台、給湯用３台の

冷温水発生機を設置するための更新工事を行うものであります。 

なお、工期につきましては、令和３年１月１５日まででございます。 

次に、議第８１号、令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合一般会計歳入歳

出決算認定につきましては、滋賀県市町村交通災害共済組合が令和２年３月３１

日をもって解散したことに伴い、同組合の令和元年度歳入歳出決算について、地

方自治法第２９２条において、準用する同法施行令第５条第３項の規定に基づき、

去る７月２８日に町監査委員による決算審査を終えていただきましたので、その
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意見を付して、議会の認定に付するものでございます。 

続きまして、報第５号及び報第６号について報告いたします。 

報第５号、令和元年度竜王町健全化判断比率について及び報第６号、令和元年

度竜王町資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、御報告申し上げるも

のでございます。 

まず、令和元年度竜王町健全化判断比率につきましては、決算数値に基づき算

定いたしました結果、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、それぞれ

赤字額は発生しませんでした。実質公債費比率につきましては、早期健全化基準

が２５％であるのに対しまして、９．７％でありました。将来負担比率につきま

しては、地方債残高等の将来負担額に対して基金等の充当可能財源が上回ったこ

とにより算定されませんでした。 

次に、令和元年度竜王町資金不足比率につきましては、決算数値に基づき算定

いたしました結果、水道事業、下水道事業いずれの会計についても資金不足額は

ありませんでした。 

以上、議第８０号及び議第８１号の２議案、並びに報第５号及び報第６号の２

報告全てにつきまして提案理由を申し上げましたので、よろしく御審議を賜り、

御承認いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 続きまして、審査報告をお願いします。 

吉田代表監査委員。 

○竜王町代表監査委員（吉田定男） 滋賀県市町村交通災害共済組合一般会計歳入

歳出決算等審査の意見書の報告を申し上げます。 

１、審査の理由。滋賀県市町村交通災害共済組合は、昭和４３年に設立され、

僅かな共済掛金で不慮の交通事故で災害を受けられた県民に対する災害見舞金支

給を県民相互で支え合う制度として、また、住民福祉の増進に寄与することを目

的に、交通災害共済に関する事務を共同処理するため設置された一部事務組合で

あるが、多種多様な民間保険制度等の充実している今日においては、県民にとっ

て事業の必要性が低下していることや近年、基金からの取り崩しての組合運営を

余儀なくされる状況から、事業継続は難しく、その使命も果たせたものとして、

令和２年３月３１日に解散された。 

解散後の処理については、地方自治法施行令第５条が準用され、旧組合の管理

者である野洲市長が決算を行い、各構成団体では、この決算を監査委員の審査を
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経て議会の認定に付することと定められている。本件は、このような理由により

決算審査を行ったものである。 

２、審査の対象。令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合一般会計歳入歳出

決算書、令和元年度組合決算概要、令和元年度予算差引簿写し、残高証明書写し。 

３、審査の日。令和２年７月２８日。 

４、審査の結果。審査に付された決算書、組合決算概要、予算差引簿写し、残

高証明書写しは、地方自治法その他の諸規定に従い作成されていること、決算の

計数についても関係書類帳簿、証拠書類と符合して正確であることを認めた。 

５、決算の概要。 

歳入。１、財産収入７万８，０３８円。２、繰入金４億５，６８７万４，６１

３円。３、繰越金６２４万３，１４０円。４、諸収入１２９円。歳入合計４億６，

３１９万５，９２０円。 

歳出。１、議会費７万２，３８７円。２、総務費３，３７９万５，２９３円。

３、業務費３０９万８，８２２円。４、積立金０円。５、諸支出金４億１，７８

７万４，６１３円。６、予備費０円。歳出合計４億５，４８４万１，１１５円で

ございました。 

次に、令和元年度竜王町健全化判断比率審査の意見を申し上げます。 

１、審査の概要。この審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算

定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼をあて

て実施しました。 

２、審査の期日。令和２年８月１１日。 

３、審査の結果。 

（１）、総合意見。審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎

となる事実を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 

（２）、個別意見。①実質赤字比率について。令和元年度の実質赤字比率は、

実質収支額が黒字であるため、当該比率については算定されず、良好な状況にあ

ると認められます。 

②連結実質赤字比率について。令和元年度の連結実質赤字比率は、連結実質収

支額が黒字であるため、当該比率については算定されず、良好な状況にあると認

められます。 

③実質公債費比率について。令和元年度の実質公債費比率は９．７％であり、

早期健全化基準の２５．０％と比較すると、これを下回り、良好な状況にあると
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認められます。 

④将来負担比率について。令和元年度の将来負担比率は、将来負担額が充当可

能財源等の額以下であるため、当該比率については算定されず、良好な状況にあ

ると認められます。 

（３）、是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

以上です。 

次に、令和元年度竜王町公営企業会計資金不足比率審査意見書でございます。 

１、審査の概要。この審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼をあて

て実施しました。 

２、審査の期日。令和２年８月１１日。 

３、審査の結果。 

（１）、総合意見。審査に付された下記の資金不足比率及びその算定基礎とな

る事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 

（２）、個別意見。水道事業会計、下水道事業会計ともに資金不足額がなく、

引き続き良好な状態にあると認められます。 

（３）、是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

以上でございます。 

○議長（小西久次） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

この際、日程第２１ 報第５号、令和元年度竜王町健全化判断比率について、

並びに日程第２２ 報第６号、令和元年度竜王町資金不足比率についての２報告

について、質疑がありましたらこれを認めることにいたします。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、日程第２１ 

報第５号、並びに日程第２２ 報第６号の２報告について報告を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２３ 議員派遣について 

○議長（小西久次） 日程第２３ 議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

竜王町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派

遣することにいたしたいと思います。 
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なお、緊急を要する場合は、議長においてこれを決定いたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。よって、本件はそのように決定いた

しました。 

なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長に報告していただくようお願いい

たします。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後３時１５分 


